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産業廃棄物処理施設の使用の停止命令の解除について 

 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）第１５条の２の７の規定に

より、令和３年１１月２５日付けで産業廃棄物処理施設の改善及び使用の停止を命じていましたが、

本日、次のとおり改善を確認し、使用の停止命令を解除しました。 

 

１ 対象施設（対象者） 

 ⑴ 名   称 有限会社藤田資材 

⑵ 本社所在地 広島市東区中山西二丁目１８番１７号 

 ⑶ 代 表 者 取締役 藤田 光一 

⑷ 施設の種類 焼却施設 

 ⑸ 施設所在地 広島市安佐北区口田南五丁目６６５番１ 外１筆 

 

２ 解除の理由 

  令和４年１月６日付けで有限会社藤田資材から、焼却施設の清掃等を実施し、その後の自

主検査により排ガス中のダイオキシン類濃度が０．４８ng-TEQ/㎥となり、排出基準（５ng-TEQ/

㎥）に適合している旨、報告があったため。 

  このことは、廃棄物処理法第１５条の２の３第１項で規定された産業廃棄物処理施設の維持管

理の技術上の基準に適合している。 

 


